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日本におけるシティズンシップ教育の可能性 

－イギリスとアメリカを事例として－ 

220052  岡嶌 陽香 

 

序章 

 日本の公教育では、全国どこの学校でも教育の水準が保てるように、文部科学省が学習指

導要領を定めている。10 年に一度改定され、その内容は法的拘束力を持つ。中学校におい

て、平成 29年度に新しく学習指導要領が改定され、目指すべき新たな教育が示された。文

部科学省(2017f)によると、学校で学んだことが子供たちの「生きる力」となり、自ら考え

行動する力の育成に力が入れられている。子供たちに身に付けさせたい資質・能力は 3つの

柱から成り、それぞれ「学びに向かう力、人間性」「知識及び技能」「思考力、判断力、表

現力」である。これらの力をバランスよく育むことで、社会に出てからも学んだことが生か

せるようにしている。学び方として主体的・対話的で深い学びが提示され、「どのように学

ぶか」も重視されている。また、主権者教育や消費者教育も重視され、これからの社会を能

動的に行動するための力が求められていることが分かる。 

 こうした力が求められる社会的な背景として、以下の 2つのことが考えられる。まず 1つ

目が、日本の若者の投票率の低さである。総務省(2025)の調査によると、令和 6年 10月に

行われた衆議院議員総選挙では、全体の投票率が 53.8%であったのに対し、10 代が 39.4%、

20 代が 34.6%、30 代が 45.6%となっており、若者の投票率は低いということが分かる。ま

た、全体の投票率の推移を見ても、昭和 42年の選挙では 77%、平成 2年では 87%まで増加し

たものの、近年は減少傾向にあることが分かる。このことから総務省(2025)は、特に若年層

への選挙啓発や主権者教育の必要性を感じていると示している。投票率向上のために、シテ

ィズンシップ教育を通して選挙の大切さや、自分で社会を変えていくことの必要性を教え

ていく必要があると考えられる。 

また、2つ目の社会背景として、日本に訪れる外国人の増加、つまり日本社会のグローバ

ル化が挙げられる。企業のグローバル化はもちろんのこと、訪日外国人は増加傾向にある。

Japan Tourism Statistics(2025)の調査によると、2024年には約 3600万人もの観光客が日本を

訪れた。観光客の内訳としては東アジアが 72%と最も多く、欧米や中東からの訪日も 16%で

ある。また、日本に移住する外国人も増加している。出入国在留管理庁(2024)の調査による

と、2024 年 6 月末の在留外国人数は 358 万人を超えており、過去最高を記録している。在

留資格では永住者が最も多く、その他技能実習や留学などが挙げられる。永住者の国籍では

中国やベトナム、韓国といったアジア諸国からの訪日が多い。こうしたグローバル化する日

本社会を生きるために、学校でも多文化尊重の精神を教え、様々な人と協働できる人材の育

成が必要であることが分かる。 

こうした課題がある中で、文部科学省が求める生きる力を身に付け、社会で活躍する生徒

の育成が学校には求められている。そこで本論では、イギリスで始まったシティズンシップ
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教育を主題とし、生徒たちの「生きる力」の育成に貢献できる教育を探求する。また、イギ

リスとアメリカのシティズンシップ教育を取り上げ、比較・分析することで、日本の教育が

改善されるべき点を明らかにすること、そして著者が将来中学校英語教師となったときに

活用できる授業方法を検討することが本論の目的である。研究方法としてはシティズンシ

ップ教育の定義やその歴史について論じた上で、政府の発行するカリキュラムや各団体の

ホームページを参照しイギリスとアメリカのシティズンシップ教育を分析する。その後、中

学校の学習指導要領の分析や各自治体が行っているシティズンシップ教育の検討を通して

日本の教育の現状を明らかにし、最終的な改善策を提案する。 

第 1章では、シティズンシップ教育の定義とその歴史についてまとめる。イギリスでシテ

ィズンシップ教育が生まれた背景を調査することで、シティズンシップ教育の意義につい

ても分析する。そしてイギリスとアメリカのシティズンシップ教育の現状について調査す

ることで、それぞれの利点や改善点をまとめる。 

第 2章では、日本におけるシティズンシップ教育について論じていく。まず、日本の公教

育で行われているシティズンシップ教育、特に社会科について取り上げ、その目標や内容を

まとめる。そして全国各地で行われているシティズンシップ教育について、それぞれの事例

を分析する。最後にこれまで見てきた日本のシティズンシップ教育の問題点を指摘する。 

第 3章では、シティズンシップ教育との比較から考える改善策について検討する。第 1章

で論じたイギリス・アメリカにおけるシティズンシップ教育と、第 2章における日本のシテ

ィズンシップ教育を比較しながら、日本のシティズンシップ教育改善のために必要なこと

を論じる。ここでは主にカリキュラムの観点、そして英語の授業の観点で考察を行い、それ

ぞれ必要であると考えられることを結論付ける。 
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第 1章 シティズンシップ教育とは 

本章では、シティズンシップ教育を扱う上で必要となる前提事項について論じる。まず、

シティズンシップ教育とはどのような教育なのかを説明する。次に、この教育が生み出され

た歴史や目的について触れながら、どのような変遷をたどってきたのかを確認する。そして、

イギリスとアメリカで行われているシティズンシップ教育の実践例を詳しくみていく。こ

こでは、各学校のホームページや政府の発行する資料を参考にし、各国のシティズンシップ

教育の将来についても検討する。 

 

第 1節 シティズンシップ教育の定義とその歴史 

本節では、シティズンシップ教育の定義と目的を明らかにする。シティズンシップ教育が 

どのように始まったのか、導入された当時の社会背景について調査することで、シティズン

シップ教育の役割を明らかにする。そして、導入の際に生じた問題点と、それに対する改善

策をまとめる。 

 日本の教育学者である長沼(2012)は、シティズンシップ教育を「社会をよりよくするため

に自発的に行動する『積極的・活動的な市民』の育成を目指すもの」(67)であると定義して

いる。そして、日本やアメリカで行われている市民科教育(civic education)との違いを説明し

ている。市民科教育では“good citizen”が目指され、愛国心や忠誠心といったもので国家と

関わり、国民国家という社会モデルで行われるものである一方で、シティズンシップ教育で

は“active citizen”が目指され、社会への参加や自発的な活動が求められる、市民社会の下

で行われているものであると論じている(66）。つまり、教科書を用いて座学で学習するよ

うな受動的な学習ではなく、自ら考え自ら動くことのできる市民を育成することがシティ

ズンシップ教育の目的であると考えられる。また、イギリスの教育省である Department for 

Education(2013)は、key stages 3 and 4（11～16歳、以下 KS3、KS4）におけるシティズンシッ

プ教育の目的について、「生徒たちに社会に対して十分に、積極的に関わるための知識、技

術、理解を提供することであり、特に民主主義、政府、法律の作られ方に鋭い気付きを養わ

せること」（1）であると示している。指導することで生徒たちが政治的、社会的問題を批

判的に捉え、証拠の重さを知り、議論し、論理的な主張を作ることを求めているのである。 

 シティズンシップ教育の必修化が始まったのは 2002年のイギリスである。教育社会学者

の大野(2021)によると、1930 年代、ドイツにおけるファシズムに対応するためにシティズ

ンシップという概念の導入が各学校に告知されて以降、政治教育の概念が起こったり、教科

カリキュラムへの導入が図られたりするなど、新しい教育として広がりを見せていた。それ

が教科として正式に必修化が始まったのは、2002 年のイギリスである。長沼(2012)による

と、サッチャー・メジャー政権下である 1988年に教育改革法が成立し、全国の教育水準を

統一するためにナショナル・カリキュラムとナショナル・テストが導入された。その後、2002

年には、KS3、KS4 においてシティズンシップ教育が新教科として必修化された。この導入

背景について、大野(2021)は、文化的に多様な社会への変化、公的・私的領域の関係性の変



 

4 

 

化、グローバリゼーションの到来、そして国家意識の衰退が挙げられると示している（13）。

彼女はその中でもグローバル化の到来というところに目を向け、シティズンシップ教育に

より、地球市民的資質の育成、そして地球市民社会が抱える地球規模的諸課題への能動的な

理解・解決が促進されるだろうと指摘する。実際、Department for Education(2019)によると、

2019年度の KS2に当たる生徒のうち、白人が 74%、アジア系が 11%、黒人が 6%、そして混血

が 6%であった(12）。つまり、学校において多様な人種の生徒が共存するイギリスの学校で

は、今後も多様な背景を持つ人々と協力して地球規模の問題を解決する力をつけることが

重要であるといえる。 

また、大野は、青少年の政治的無関心という問題に対して学校教育で取り組むことで、そ

の時々に応じた正しい判断ができる青少年育成への貢献を可能にしていると主張している。

この結果はイギリス下院総選挙における世代別投票率の推移で確認することができる。文

部科学省(2020)によると、イギリスにおいて、2001年に 40%であった 18～24歳の投票率が、

2002 年ごろにシティズンシップ教育が始まり、その教育を受けた生徒が投票権を得るよう

になる 2010年には 51.8%まで上昇している。その後、2015年には横ばいであったが、2017

年には 64.7%まで上昇している(2)。このことから、シティズンシップ教育が若者の政治へ

の関心を高めることに役立っていると考えられる。 

次に、イギリス国家におけるシティズンシップ教育の導入背景についてまとめていく。教

育学者である Kerr(2003)は、イギリスがシティズンシップを教科として導入するにあたっ

て、以下の問題点があったと指摘している。まず、かつてのイギリスにはボランティアや奉

仕活動が重要であるという世論があったにもかかわらず、教科としての歴史がないためそ

の効果を図ることができなかった。つまり、シティズンシップには教科としての歴史、伝統

が欠如していたという。また、社会の組織や見方は様々であり、その社会における教育の役

割を巡る議論は幅広いため、市民権とシティズンシップ教育の関係性は難しかったと指摘

する。そして、シティズンシップ教育の継続性や市民によるシティズンシップ教育への新た

な関心をどのように受け止めるか、といった問題があったことを論じている。 

このような問題に言及し、シティズンシップ教育を教科として導入するために作られた

のが、政治学者のクリック・バーナードを委員長とする諮問委員会である。1998 年に提出

された最終答申が“Education for citizenship and the teaching of democracy in schools”であり、

通称 Crick Report と呼ばれている。ここには Kerr が指摘したようなシティズンシップ教育

教科化に当たる問題点に対する提案と、指導に当たっての詳細な提言をみることができる。

Crick Report の第 1部において、クリックは「効果的な市民権」を以下の 3つに定義した。

1 つ目が、社会的責任と道徳的責任である。2 つ目が、地域社会への関与である。そして 3

つ目が、政治リテラシーである。これらは独自に成り立つのでなく、それぞれが組み合わさ

ってシティズンシップ教育を構成していく。クリックはシティズンシップ教育の実施によ

り、生徒は学校における権利が保障され、社会にはあらゆる政治的・社会的事柄に影響を及

ぼされるであろう行動的で政治的教養のある市民が育成されると主張している。また、シテ
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ィズンシップ教育の必然性について、若者の政治的関心の低下などを例に挙げながら、社会

全体が第一の目標として掲げるべきものは一般市民としての感覚を見出す、ないしは回復

することであるとも示している(112-141）。 

また、第 2部においてはシティズンシップ教育に対する提言がなされている。例えば到達

目標をカリキュラムの 5%の時間内に実施可能なものにすべきということや、各学校がシテ

ィズンシップ教育と他教科との相互関連性について考慮すること、到達目標の導入や実現

は歳月をかけて段階的に実施すべきというものである。また、現行カリキュラムで行われて

いる評価方法ではなく、明確に示された到達目標を基準として評価を行うことや、教員への

研修の拡充についても言及している(142-165）。 

そして Crick Report の第 3部には詳説が載せられており、義務教育終了時までに到達すべ

き本質的要素の概要や、各キーステージにおける到達目標が細かに説明されている。特に意

見の分かれる問題を取り扱う際の注意として、偏見や先入観が伴わないようなチェックリ

ストがまとめられている(166-209）。このレポートから分かるように、シティズンシップ教

育の導入に関して多くの人が議論し、教科として正当性を持つための決まりが定められて

いったのである。 

 

第 2 節 イギリスにおけるシティズンシップ教育 

前節では、シティズンシップ教育の定義とその歴史について論じ、本論におけるシティズ

ンシップ教育の定義の紹介を行った。本節では、このシティズンシップ教育がイギリスにお

いてどのように実施されているのかを詳しくみていく。イギリスで教科となっているシテ

ィズンシップ教育の目標とその実践について調査したあと、実践の良い点と悪い点につい

て評価を行う。そして最後に、今後のシティズンシップ教育がどのように変化していくのか

を検討する。 

 まず、イギリスの学校制度について言及する。イギリスは各地域によって教育の実践が異

なるため、イギリスの中核を担うイングランドの教育について取り扱う。文部科学省（2017b）

によると、イングランドでは中央に教育省（Department for Education）が置かれ、初等・中

等から高等教育、教員養成に至るまで、国が教育制度全般を統括している。義務教育は 5～

16 歳までの 11 年間であり、16 歳で受験する GCSE や大学入学資格である GCE・A レベル

資格などの資格取得が重要である。 

次に、イギリスにおけるシティズンシップ教育の実践について論じる。イギリスでは 2000

年から小学校で、2002 年から中学校においてシティズンシップ教育が必修化され、試験を

実施し、評価が行われている。中等教育卒業試験に当たる GCSE 試験では、シティズンシッ

プ教育は選択科目の一部となっている。イギリスの試験運営団体である AQA(2024)の調査

によると、2024 年度試験において、全受験者 1,497,213 人のうち 9,924 人がシティズンシ

ップ科へのテスト申し込みをしており、全体の 6%のみが受験している。大野(2021)はその

出題形式について、語句説明や一問一答、正誤問題や論述作文などで実施されるとまとめて
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いる。 

教科として必修化されているといっても、その指導形態は学校によって様々で、正式に教

科として実施しているところもあれば、学校における教育活動全体を通して実施している

ところもある。Department for Education(2013)は、シティズンシップ教育の目的を「イギリ

スの統治方法、政治システム、民主主義的な政治システムに積極的に参加する方法について

健全な知識と理解を身に付ける」「社会における法律と司法制度の役割、法律がどのように

形成されているかについて理解する」「大人になってからも持ち続けられるようなボランテ

ィア活動などへの責任ある参加への熱意を育む」「批判的に考え、政治的な問題について議

論し、日常的にお金を管理し、将来の経済的ニーズについて備えるスキルを身に付ける」（1）

などであるとまとめている。 

同じ資料において、KS3における内容事項としては、民主的な政治や、選挙の仕組み、社

会における公的機関の役割やお金の運用方法などが挙げられている(2)。また、KS4 におけ

る内容事項としては、KS3よりも高度なものを取り扱うとし、国内外の多様な政治形態など

社会的なことのほか、人権や多様な民族・国家・宗教、地域社会への貢献方法や保険や年金

といった仕組みについて取り扱うこととされている(2-3)。これらの目標・内容事項により、

イギリスにおけるシティズンシップ教育が社会で主体的・能動的に活動するための知識、そ

して自立して生きていくために必須となる知識を教えていることが分かる。 

次に、各学校での実践例を取り上げていく。教育学者である新井(2007)によると、ロン

ドン市内の中学校では、教室の掲示物として、ごみの削減、再利用、リサイクルが標語と

して掲げられている。また、1906年に開校した、公立の女子中等教育学校である Clapton 

Girl’s Academy では毎週 25時間のうち、シティズンシップ教育を含む人格的社会的健康教

育である PSHE の授業が 0.5時間確保されている。内容としては、「地域、国家、世界市

民としての役割」「自宅、社会、オンラインでの安全の保ち方」「様々な人と健全で幸せ

な関係を築く方法」「多様性の賞讃、差別の認識」「将来のキャリアについて」などが挙

げられる。さらに、学校のホームページでは、学校生活全体を通して、女性リーダー育成

のための活動や学生の声を集める Student Voice、生徒会活動や学校のリーダー、副リーダ

ーの活動などが行われているとまとめられている。こうした活動の種類の多さから、

Clapton Girl’s Academy ではシティズンシップ教育が充実しているといえる。特に、女性が

将来リーダーとして活躍できるような能力を育成している点は重要であり、女子校ならで

はの取り組みであると考えられる。また、将来のキャリアについて考える時間が設定され

ていることで、学校の外に出た後の自分の生き方を具体的にイメージすることができ、生

徒のキャリア発達に役立つと評価できるだろう。 

 こうしたイギリスのシティズンシップ教育について、良い点は全国で必修化されている

ため、すべての生徒の学ぶ機会が平等である点だと考えられる。また、教育の目標を見ると、

投票の仕方といった政治的なことに加え、社会で生活していくために必要な様々なスキル

が学べるという点も評価できる。例えば、多様な宗教や民族のアイデンティティを学ぶこと
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は、自分の権利の保護だけでなく、他者の権利の擁護、人権意識の向上に効果的であると考

えられる。その一方で、指導形態が学校によって様々である点は改善が必要であるといえる。

例えば上で取り上げた Clapton Girls’ Academy では選択科目としてシティズンシップ教育を

履修できるが、学校や保護者の意向によっては学ぶ機会が与えられない場合もあると推測

される。さらに、シティズンシップ教育は社会で生かせるスキルを身に付けるための学問な

のに対し、GCSE でテスト化されているため、暗記化されてしまうという問題点もある。こ

れでは、シティズンシップ教育の目的が「テストで良い点を取ること」になりかねない。テ

スト受講者の数の少なさを考えると、テスト科目から外すことも考えるべきであるといえ

る。 

最後に、今後のイギリスのシティズンシップ教育はどのように変化していくのかを検討

する。文部科学省(2024)によると、イギリスのキーガン教育大臣は 2023年末までに、初等・

中等教育において必修化されている“Relationships, Sex, Health and Education”の内容に関す

る見直しを実施するとしている。これは、カリキュラムの中で年齢制限が必要とされうるト

ピックの特定や新たなトピックの可能性などを考慮することで、デリケートな話題を学校

で取り扱う際の懸念点を晴らし、地域や保護者の懸念を共有することが目的であるという

(74）。よって、今後のシティズンシップ教育においても、意見の対立を生むような、性の

多様性や宗教観といったセンシティブな話題については、どのトピックを、どの年齢から取

り扱うのかについての見直しや、専門家を交えた話し合いが必要であるだろう。 

一方で、2023 年 12 月 23 日、教育相は GCSE の科目として、新たに手話の導入を計画し

ていると発表した。これによると、GCSE で手話の試験を選択する生徒は、学科で科目とし

て「イギリス手話」を履修し、社会の場でコミュニケーションを取るための使用法を学ぶこ

とになる。手話の導入は、障がいのある人たちとも同じようにコミュニケーションを取り、

インクルーシブな社会で生きていこうというイギリスの今後の社会の目標であると読み取

れる。このような社会の動きは、シティズンシップ教育が対象とする「能動的なシティズン」

が、障害の有無にかかわらず広がっていくと考えられる。これらの新たな動きにより、今後

シティズンシップ教育で取り扱われるトピックは、慎重に議論を重ねながら国内の多様な

人々を公平に扱っていく方向に進んでいくと考えられる。 

 

第 3 節 アメリカにおけるシティズンシップ教育 

前節では、イギリスにおけるシティズンシップ教育の目標や内容事項、その実態について

論じた。本節では、イギリスではじまったシティズンシップ教育が現在アメリカでどのよう

に実施されているか、その事例を確認する。アメリカにおけるシティズンシップ教育では、

公教育によるものとその他様々な機関によるものがあるため、それぞれについて調べたあ

と、評価を行う。最後に、アメリカのシティズンシップ教育がどのように変化していくのか

を検討する。 

アメリカのシティズンシップ教育を考えるうえで、まずアメリカの教育制度について言
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及する。文部科学省（2017c）によると、アメリカの連邦には連邦教育省が置かれているが、

教育自体は基本的に州が実施している。初等中等教育については州の教育委員会が公立学

校に関する教育方針や制度的枠組みを設定している。高等教育については州立大学理事会

や州高等教育調整委員会が運営を行う。州の下には学区が置かれており、学区教育委員会が

公立学校の設置や維持、管理を行う。義務教育は州によって異なるが 10年とする州が多く、

修学開始年齢は 6歳とする州が最も多い。これらのことより、全国で統一的な教育が行われ

ているというわけではなく、各州が教育の自治権を持っているという点で日本と異なって

いる。 

アメリカでは主に教科として実施されている civic education（公民科教育）と、地方自治

体や他の機関などが進めるシティズンシップ教育が実施されている。公民科教育では日本

の社会科や公民科と同じように政治的思考に関する知識を教えている。教育社会学者の

Journell(2010)によると、18世紀以降は地域の学区ごとに行われていた教育であったが、1983

年以降、州が教育基準に準拠したテストの実施を義務付け、教育の一定化を図っていったと

いう。生徒には民主的統治のプロセス、政治に関する具体的知識、政党に関する知識の 3つ

のカテゴリー知識を学ばせる。彼の分析によると、政府のカリキュラム基準には議論を刺激

するような設計がないため、教師自身が教室内における理想の討論を企てたり、市民権に関

する異なる視点を提示したりする必要があると論じている。つまり、公教育におけるシティ

ズンシップ教育では、教師の裁量が大きく、それぞれの教師が工夫していく必要があると考

えられる。 

こうしたアメリカの公民科教育の実施について、高校生の社会科教育の観点から見る問

題点として、アメリカの教育学者である Shapiro＆Brown(2018)は以下の 3 つのことを挙げ

ている。１つ目が、アメリカ合衆国政府または市民権に関する教育を 1年間義務付けている

のは 9 つの州およびコロンビア特別区のみであり、31 州ではこれらの教育が半年間しか義

務付けられておらず、10 の州では教育の要件がないことである。次に、市民権教育のカリ

キュラムではアメリカの民主主義および他の政府システムとの比較、憲法および権利章典

の歴史や公共参加の仕組みの説明といった知識の提供が豊富であるが、体験学習や地域問

題解決の要素を含んでいないという点である。そして最後に、学校のシティズンシップ教育

の実態という点で見ると、進度や内容が統一されておらず、さらに州によって受けられる教

育に差が出てしまう点が挙げられるという。こうした指摘から、日本の教育の方が全国の教

育の統一性が図られていると考えられる。また、公民科教育において、体験活動よりも知識

詰込み型であるという状況は、日本と同じであるといえる。こうした日本との比較は、次章

でも詳しく論じていく。 

次に、州独自の公民科教育についてまとめていく。今回は多くの研究者が分析しているヴ

ァージニア州の公民科教育カリキュラムについて詳しく取り上げる。Journell(2010)による

と、ヴァージニア州では、市民科教育のうち 60%を市民共和主義とキャラクター教育が占め

ている。カリキュラムの多くがアメリカ政府の構造とプロセスに焦点を当てている一方で、
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政府のカリキュラムでは焦点が当てられている「社会参加への理由やアメリカという国の

位置付け、国際的な価値観」といった問題は取り上げられていないようである。内容事項の

観点から考えると、ヴァージニア州のカリキュラムでは、人権や世界平和の概念を取り入れ

ていないことが推察される。彼によると、これはカリキュラムが特定のイデオロギーを永続

させるために作られているからであり、教育者が市民権と民主主義のバランスの取れた指

導を組み立てる必要があることを示しているという。このことから、カリキュラムを考える

際には、カリキュラムの決定者が国民教化を目的にしないように、地域の実情に応じて生徒

にどのような力を身に付けさせたいのか考える必要があるだろう。この論文より、ヴァージ

ニア州での市民科教育では「世界の中のアメリカ」という概念が扱われておらず、「アメリ

カの中でどのように生活していくか」という観点が強調されていることが考えられる。また、

シティズンシップ教育のカリキュラム作成者が生徒にどのような社会を生きてほしいのか

を十分に検討しないと、生徒の学ぶ内容に偏りが生じてしまうという課題があるといえる

だろう。 

これまで公教育によるシティズンシップ教育について取り上げてきたが、アメリカには

公的な教育機関ではない機関の取り組みもある。例えば、シティズンシップ教育を実施して

いる Center for civic education という創立 69周年となる団体がある。彼らの目標は民主主義

の原理に沿い、民主主義の実践において行動的に従事する、賢明で責任ある市民性の促進で

あり、寄付によって運営されている。2023年度の報告書によると、2023年度の無料オンラ

インコース、ポッドキャスト、指導計画や教育戦略などを通して影響を与えた生徒数は 73

万人に上る。その中のプログラムに、“We the People”というものがある。これはアメリカ

の立憲民主主義の歴史と規則を学ぶ小～高校生向けのカリキュラムで、この全国大会では

学生が議会のメンバーとして裁判官の前で証言する模擬議会公聴会が開かれる。2023 年度

の全国大会においてはアリゾナ、コロラド、カリフォルニアなどを含む 31州とコロンビア

特別区から 40 の高校チームと 14 の中学校が参加した。他にも教員に向けたプロジェクト

や、子供から大人を対象にした全年齢のビデオをオンラインで公開するなど、活動を広げて

いる。 

Center for civic education の取り組みにより、子供だけでなく、大人も含む多くの学びたい

人が平等に学ぶことができる。また、教員養成に力を入れている点も魅力的であり、教師が

常に新しい知識を取り入れることで、生徒の学びもより深く効果的になると考えられる。そ

の一方で、政府や州の教育内容との相違が無いように教育内容について考慮していく必要

があると指摘できるだろう。各州によって教育の内容が異なることを考えると、Center for 

civic education が取り上げるべき内容は地域や宗教によって偏りがないような、すべてのア

メリカ国民が享受すべき内容にするべきだといえる。また、日本での導入を考える際、寄付

での運営という点については、寄付文化がない日本でもこうした機関の運営が可能なのか

を考える必要があるだろう。 

最後に、アメリカのシティズンシップ教育の今後について検討する。文部科学省(2024）
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によると、アメリカでは 2023年の 1月から 9月の間にかけて、いじめに関する法律改正を

実施した州が 9州にも上ったという。この改正では、保護者に対する情報提供の拡充、いじ

めの実態に関するデータシステムの構築などが共通して挙げられており、いじめに対する

具体的な対応方針が定められている。また、連邦教育法は 2023年 5月 24 日、人工知能が教

育にもたらす機会とリスクについてまとめた初めての報告書を発表した。これは非営利団

体と協力し、教師や校長から得た意見に基づいて作成されたものである。内容は学習や指導、

評価の場面で期待される AIの恩恵や課題を指摘するとともに、AI活動への提言を行ってい

る。これらのことから、いじめを含む、アメリカの学校で発生する問題に対して毅然と対応

すること、そして AIなど新たな技術を活用しながら学校の安全を確保することが目指され

ていると分かる。科学技術の発展や子供を取り巻く環境の変化などがシティズンシップ教

育においても取り入れられていくと考えられる。 

本章では、シティズンシップ教育の定義とその歴史について確認し、イギリスとアメリカ

のシティズンシップ教育の事例について、その実態と評価を論じた。2000 年代初頭のイギ

リスにおいて、文化の多様性やグローバル化の到来などによって揺らいだ国民意識に多く

の国民が危機感を感じたことにより、シティズンシップ教育が公教育として導入されたと

いうことが分かった。次に、イギリスにおけるシティズンシップ教育では、学校によって実

施形態が異なる点やテスト導入による暗記科目化など、まだ改善すべき点があることが指

摘された。最後に、アメリカの公教育によるシティズンシップ教育では、州によって内容が

定められており、日本と同じような知識重視のシティズンシップ教育が行われていること

が分かった。また、機関によるシティズンシップ教育では、寄付での運営や内容決定の難し

さなど、日本での導入の際に考えるべき課題点を指摘した。 
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第 2 章 日本のシティズンシップ教育 

前章では、シティズンシップ教育の定義とその歴史について確認したうえで、イギリスと

アメリカにおける現状とその課題、将来の展望について論じた。シティズンシップ教育が進

んでいるこれらの国から日本の教育が取り入れるべき点を考えるため、本章では日本にお

けるシティズンシップ教育について検討していく。まず、日本の公教育で行われているシテ

ィズンシップ教育についてみていく。次に、各地で草の根的に行われているシティズンシッ

プ教育について、品川区とお茶の水女子大学付属小学校の事例を取り上げながら現状を確

認する。そして最後に、日本のシティズンシップ教育の問題点について、公教育によるもの、

草の根的に行われているもの、そして道徳教育で行われているものの３つの観点から検討

する。 

 

第 1節 日本の学校におけるシティズンシップ教育 

 本節では、日本の公教育におけるシティズンシップ教育について論じる。日本の公教育に

おいてシティズンシップ教育の役割を担う科目の中でも、特に主要な役割を占める中学校

社会科について、平成 29年度に告示された学習指導要領を目標や内容の観点から分析する。

その後、実際の教育現場ではどのような授業が行われているかを論じる。 

日本の公教育では文部科学省が定めた学習指導要領が法的拘束力を持っており、現在の

学校では平成 29 年度に告示されたものが扱われている。そこで、本論では平成 29 年版の

中学校社会科の学習指導要領を取り上げ、日本の公教育におけるシティズンシップ教育を

分析する。日本のシティズンシップ教育の主な部分を支える中学校社会科の目標は、「我が

国の国土と歴史（中略）に関して理解するとともに、調査や諸資料から様々な情報を効果的

に調べまとめる技能を身に付けるようにする」「社会的事象の意味や意義、特色や相互の関

連を多面的・多角的に考察したり（中略）議論したりする力を養う」「社会的事象について、

よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに（中略）

他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める」(25-28)ことであ

るとまとめられている。新しい学習指導要領で重要となる 3 つの柱に沿った目標が定めら

れ、知識や技能を活用することや、多文化尊重の精神などが盛り込まれている。イギリスの

シティズンシップ教育の目標と比較すると、シティズンシップ教育では「社会で活躍するた

めの」スキルが求められている。その一方で、日本では 3つの柱の 1つである知識・技能が

「情報をまとめる」ことであると示されており、イギリスの方がより実社会で生かすことが

できる幅広い知識の育成が可能となっていることが指摘できるだろう。 

また、シティズンシップ教育に最も近い公民科の目標は、「個人の尊厳と人権の尊重の意

義、特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識し（中略）諸資料から

現代の社会的事象に関する情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする」「社

会的事象の意味や意義（中略）思考・判断したことを説明したり、それらを基に議論したり

する力を養う」「現代の社会的事象について、現代社会に見られる課題の解決を視野に主体
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的に社会に関わろうとする態度を養うとともに（中略）各国民が協力し合うことの大切さに

ついての自覚などを深める」(128-132)と定められている。 

取り扱う内容事項は、小学校や中学校の地理分野、歴史分野で学んだことを繋げながら現

代社会へ視点を向けることが重要であるとまとめられている。内容ごとに 4 つの大項目に

分かれており、現代社会とその枠組み、経済、民主主義、そして国際社会について学ぶこと

になっている（134）。学習指導要領ではそれぞれの項目ごとにさらに中項目が設けられて

おり、学ぶ内容や指導の目標などがまとめられている。例えば項目 A「私たちと現代社会」

の中項目の 1つ目は「現代社会と文化の特色」であり、ここでは日本社会の特徴である少子

高齢化や情報化、グローバル化などについて理解することと定められている（135）。これ

らの内容事項から、生徒は現代社会について、その枠組みや仕組みの面から学ぶことになっ

ていることが理解できる。 

学習指導要領の解説部分では、これらの内容事項を踏まえた上で、よりよい社会の形成を

視野に、課題を探究し、その解決に向けて、多面的・多角的に考察、構想した自分の考えの

過程や結果を説明、論述することが求められており、そうした活動を通して「思考力、判断

力、表現力等」の育成が図られている。公民科の目標ではシティズンシップ教育の内容事項

と被っている内容が多くあり、例えば社会と個人の関わりや社会問題に対して主体的に関

わろうとする態度の育成は、シティズンシップ教育であるといえるだろう。これらのことよ

り、公教育で行われているシティズンシップ教育は主に社会科の中の公民科が重要な役割

を担っており、日本の社会に関する内容や経済、政治的な内容について、その知識を学ぶ機

会は確保されているといえる。こうした教育の機会均等は、第 1 章 3 節で指摘したアメリ

カの教育制度と比較しても、日本の良い点であると考えられる。その一方で、「社会で実際

にどのように行動すればよいのか」といった社会に出た後に役に立つ知識や体験活動の不

足は内容事項から見ても明らかであるだろう。また、日本の社会科は高校入試や大学入試で

も必ずテストが実施されることから、社会科科目が暗記化し、公民科で目指されている力の

育成には結びつかないのではないかという懸念点もある。こうした社会科の問題点につい

ては、第 2章 3節においてより詳細に分析する。 

 では、このような学習指導要領において、各教員はどのような工夫を行っているのだろう

か。例えば群馬県の教員である五十嵐は、パフォーマンス課題を取り入れることで課題解決

力の向上を図っている。パフォーマンス課題とはよりリアルな文脈において生徒が様々な

知識やスキルを統合して使いこなすことを求める課題である。五十嵐(2021)は、パフォーマ

ンス課題を用いた社会科の授業を行うことの目的として、学習意欲の向上や思考を深める

ことを挙げている。例えば世界の諸地域・アフリカ州に関する社会科の授業において、貧困

問題などの課題やその要因の探求を課題として捉え、これらを追求する活動を通して現状

を理解し、課題解決に向け考察したことを提案するという目標を掲げている。指導計画とし

て、1時間目にアフリカ州の特徴について掴み、2～3時間目でアフリカ州の貧困の問題を自

然環境や歴史から追求し、4時間目で自分の意見を完成させていた。授業を通した生徒の声
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としては、「『なぜだろう』『どこで』『どのような』を意識していきたい」や、「具体的

に考えたり、もんだいとむきあったりすることができた」という声が上がったという。また、

生徒の意識の変化としては、「毎時間課題に対して自分なりの予想を立てたり、必要な情報

は何かを考えたりしながら授業に臨んでいる」という質問に「できる」「ややできる」と答

えた生徒が、授業前の 60%から 90%に増加するなど、良い効果が見られた(10-12)。彼はこの

研究におけるまとめとして、地理分野だけでなく歴史的分野や公民的分野についても研究

を進めていく必要があることや、学習進度が遅い生徒に対するサポートの検討などを示し

ている(13)。 

上記のことより、学習指導要領の改訂を受けて、現場では生徒が主体的・対話的で深い学

びを実現するように求められ、活用できる知識実現のためのパフォーマンス課題の導入な

ど、新たな取り組みがなされていることが分かる。生徒が社会を暗記科目と捉えないために、

こうした「自分で考え、実践していく社会科」の授業を教師が実践していくことが重要であ

ると考えられる。その一方で、五十嵐のような授業の実施は教員自身が工夫して行っている

ものですべての教員が実施できるわけではない。そのため、現時点では教員の裁量によって

授業の実態が大きく異なる点が課題であるだろう。学習指導要領が改定された背景まで考

えて、知識ばかりに偏った教育を実施するのではなく、知識をどのように活用していくかを

重視し、実生活に結びついた課題解決力の育成を目指す必要があると考えられる。 

 

第 2 節 日本におけるシティズンシップ教育実践事例 

前節では、日本の公教育におけるシティズンシップ教育に焦点を当てて分析した。本節で

は、全国で草の根的に行われているシティズンシップ教育の事例について分析する。これは、

日本におけるシティズンシップ教育では公教育によって全国で統一されている科目とは別

に、各自治体が取り組んでいるものも存在するためである。論文で取り上げられることが多

く、研究が進んでいる品川区のシティズンシップ教育とお茶の水女子大学付属小学校のシ

ティズンシップ教育の事例について取り上げ、その評価を論じる。 

品川区立における小・中学校では、 道徳の時間と特別活動、総合的な学習の時間の統合

として、2006 年度より市民科を導入している。品川区(2019)によると、教養豊かで品格の

ある人間の育成を目指しており、「自分の人生を自分の責任でしっかりと生きていく力」と

「世の中でしっかりと生きていく力」のバランスを重視している。学年段階の狙いでは、小

学校低学年では生活習慣や規範意識、態度育成が重視されており、中学校に入ると社会的行

動力の基礎や市民意識の醸成や将来についての生き方を学ぶことが定められている。品川

区が 2019年に発行した学校教育要領では、市民科で育てる 7つの資質と関連させた日常で

の場面に関わる 5 つの領域、15 の能力を設定し、授業展開においても 5 つのステップで区

切るなど指導内容の拡充に努めていることをまとめている。品川区による市民科の学年段

階の狙いから、品川区の教育は「市民科」という名前ではあるが、あいさつや礼儀といった

生活態度などに焦点が当てられており、イギリスのシティズンシップ教育の内容と重なっ
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ているわけではないことが指摘できるだろう。 

品川区は学校の中だけでなく、関連団体との取り組みも行っている。例えば義務教育学校

（前期課程）に通う 5年生の児童を対象に、学校で学んだ知識と自らの生活を関連させる学

習体験型実技演習プログラム「スチューデント・シティ」を市民科の授業に取り入れ、実際

の町において働く人や消費者の立場に立った経済活動を体験している。品川区(2023)によ

ると、こうした学習の成果として、働く人や消費者の立場に立った経済活動を体験でき、将

来設計をするための能力が身に付けられるという。学校の中だけでなく、外部との取り組み

により、学校の中だけでは体験できないことが学べている点は評価できるだろう。 

日本の教育学者である藤原(2008)は品川区市民科の取組について、生活適応や集団適応、

社会規範や社会構成員意識を重視している点で、共和主義的な市民的資質を強調している

と評価している。一方で、それはこの教科が道徳・総合・特別活動の統合科目であるからで

あり、社会科的なシティズン・リテラシーに支えられた市民的資質の育成とは言えないとま

とめている。つまり、市民科によって身に付いた規範意識は現在の道徳・総合・特別活動で

教えている内容と等しく、市民科といいながらもシティズンシップ教育で目指すべき資質・

能力とは異なっていると指摘している。「教養豊かで品格のある人間の育成」という市民科

の目標からも分かるように、この教育が社会における能動的な市民の育成とは異なること

が推察される。よって、こうした科目にシティズンシップ教育の視点も取り入れていくこと

が必要だと考えられる。 

次に、お茶の水女子大学付属小学校で行われているシティズンシップ教育について論じ

る。日本の教育学者である大久保(2012)によると、この小学校では従来の「教科」の枠を崩

し「学習分野」と名付け、子供たちの実情に沿った教育を可能にしている。学習分野の例と

しては「ことば」「からだ」「生活文化」などが挙げられる。お茶の水女子大学付属小学校 

(2025)によると、この学校では 2002年度より社会科の教科を「市民」という別の学習分野

に置き換えている。また、2012年度からは「政治的リテラシーの涵養」を目指し、社会問題

の対立を表面化し、生徒が議論する論争問題学習を行ってきたという(60）。 

お茶の水女子大学付属小学校の教員である岡田(2011)は、この「市民」の特徴をまとめて

いる。彼によると、内容は小学校学習指導要領の内容とほぼ共通であるが、時事問題を取り

挙げていることが特徴として挙げられるという。また、学習方法について、一般的な社会科

の授業では内容を把握してから考え、判断する学習活動を行うことが多い一方で、市民では

まず子供たちの直観的な予想を大切にし、子供相互の価値判断の葛藤を得た後、個人内の葛

藤を通して考えるという形態がとられている。 

お茶の水女子大学付属小学校が外部に向けて行っている研究発表の要項では、実際に行

われている授業を具体的に確認することができる。ここでは、実際に行われた授業として、

5年生の生徒を対象に、リニア中央新幹線について考える時間が取り上げられている。リニ

ア新幹線による利点と開通による問題点について詳しく見たあと、生徒の経験や思いから

この問題をどのように捉えるかを話した。その後、他者との話し合いを得た後に自己を問い
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直し、問題に対する自己の考えを改めて考えている。このように、「生活社会を問い直す」

という社会の研究主題の下、生徒を取り巻く生活と社会のつながりを意識することを重点

として授業が行われている。 

藤原(2008)は、こうしたお茶の水女子大学付属小学校の取組について、社会科の構造的な

変容を目指したものであり、そのために社会的論争問題の学習と問題解決に至る提案を意

図した授業を行っていると指摘している。新たな教科を作るのではなく、今ある内容でどの

ように指導すれば生徒の学びが実生活に結びつくかを考えることは、実社会で役に立つ力

を身に付けさせるためのシティズンシップ教育に効果的であると考えられる。また、他者と

の議論を通して自己を見つめ直し、考えを整理する経験は、社会における意思決定に役立つ

と推測できる。 

上記のように評価できる点が挙げられるため、こうした取り組みは他の自治体でも積極

的に導入していくべきだと考えられる。その一方で、この取り組みがお茶の水女子大学付属

小学校という研究開発学校で行われている点については留意すべきであるだろう。教科の

枠組みの撤廃や時事問題の取り扱いなどは学習指導要領には定められていない。そのため、

この研究の効果が認められ、全国的な実施に進められるよう、引き続き研究を続けていく必

要があると考えられる。 

 

第 3 節 日本のシティズンシップ教育の問題点 

前節では、日本各地で草の根的に行われているシティズンシップ教育の実態について論

じた。本節では、第 1節と第 2節で言及した日本におけるシティズンシップ教育について、

その問題点を検討する。その際、公教育で行われているシティズンシップ教育と各地で行わ

れているシティズンシップ教育、そして日本独自の教科である道徳教育の 3 つの観点から

考察する。公教育で行われているシティズンシップ教育では、イギリスの教育と比較するこ

とで、日本が学ぶべき点を検討することができよう。 

 まず、日本の学校で行われているシティズンシップ教育、つまり社会科・総合・特別活動・

道徳科の問題点について考える。藤原(2008)はイングランドのシティズンシップ教育と日

本のシティズンシップ教育について比較し、以下の図 1にまとめている。 
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図 1 日英シティズンシップ教育の比較（出典：藤原,2008,103） 

 

図 1を見ると、シティズンシップ教育の導入理由や社会背景として挙げられる「若者の政治

的無関心の増加」や「グローバリゼーション」はイギリスと日本の双方において共通してお

り、また、新保主主義という社会編成原理は一致していることが分かる。一方で、シティズ

ンシップ教育の教科目標を比較してみると、その違いは明らかである。イングランドが掲げ

る 3つの柱は「政治的リテラシー」「社会的・倫理的責任」「コミュニティへの関わり・参

加」であるが、日本のシティズンシップ教育の目標は社会科の公民的資質の獲得、道徳の道

徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性、総合の主体的に判断し問題を解決する

資質など、それぞれが独立した教科として存在していることが分かる。藤原はイギリスのシ

ティズンシップ教育の内容が日本では道徳や総合、特別活動で部分的かつあいまいに取り

扱われていると論じている。このことから、日本の学校におけるシティズンシップ教育では、

「市民性育成」という課題をどの教科が取り組んで行くのか、明確に定まっていないことが

示された。 

こうした公教育の問題点に対し、藤原(2008)は、新しい科目である「総合社会科」の実施
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を提案している。これは学習指導要領の「社会科」の公民的内容を 1つにしたものであると

いう。さらに、より実現可能性の高いものとして、「総合」の時間を統合して、まとまった

「市民科学習単元」を構成し、社会的論争問題を主題とした「市民科」の授業を行なってい

くことを提示している。そして、その担当は小学校であっても専任とし、研修を積んだ社会

科の教員が担うべきだとしている(105）。 

彼の提案する問題解決型の社会科の導入は評価できる。なぜなら、社会科を暗記科目とし

てではなく、実社会で実践可能なものとして主体的に学ばせることはシティズンシップ教

育の理念にも通じているからである。一方で、新しい教科の創設という点を考えると、その

実施には資金や時間がかかることが予想される。また、教員不足が叫ばれる中、専任の教師

を増やすことによる現場の負担は計り知れない。新しい形の授業を行うというアイデアの

前段階として、現在の授業内容をどのように変化していくべきかを考える必要があると思

われる。 

 次に、草の根的に行われている各自治体によるシティズンシップ教育の課題について考

えていく。こうした自治体主導によるシティズンシップ教育に対して、大久保(2012)は自治

体の特色作りができ、地域の活性化となりうると評価している。一方で、各自治体の首長な

どのイデオロギーの影響を受けやすく、カリキュラムを巡る政治闘争の恐れを指摘してい

る。また別の問題点として、自治体によってシティズンシップ教育を受けられるところと受

けられないところがあるということは教育格差の存在を意味していると考えられる。お金

のある自治体ばかりが新たな教育を推進してしまうと、差別是正の感覚を養うはずのシテ

ィズンシップ教育が、逆に教育格差を生み出すということになりかねない。シティズンシッ

プ教育の主体を自治体にするとしても、どの自治体も同じ時間をかけて行うこと、そして指

導者の研修を行い、教育の質の均一化を図ることが重要であるだろう。 

 最後に、道徳で行われている人格教育の問題を考える。これまでイングランドとアメリカ

の教育について調査してきた中で、道徳でモラルを教育している点は日本独自であると分

かった。そこで、最後に道徳教育の問題点を考え、日本の独自の教育をどのように捉えるべ

きかを検討する。 

学校教育によって行われる人格教育について、アメリカの教育学者である Westheimer＆

Kahne(2004)は以下の 3つに分類している。1つ目が The Personally Responsible Citizen であ

り、これはごみ拾いや献血、リサイクルや法律を守ること、ボランティアなど個人的に責任

がある市民である。2つ目が The Participatory Citizen であり、市民活動やコミュニティの社

会活動に積極的に参加する市民のことである。そして 3つ目が The Justice Oriented Citizen で

あり、社会問題や不正に批判的に対処することで社会を改善する人のことである。 

著者らはこの 3つの市民性のうち、1つ目の市民性である The Personally Responsible Citizen

の限界をまとめている。これによると、薬物を使用しない、仕事に行く、ごみを拾う、高齢

者を敬うといったキャラクター特性を持つように指導されることで身に付く協調性が、ほ

かの重要な民主主義の優先事項を損ない、民主的参加を妨げる可能性があるという。例えば
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忠誠心や従順さに重きを置くと、社会への批判や反省が行動として伴わないことがある。ま

た、個々の思いやりや親切の行為に重点を置くことで「みんなの責任」に取り組まない特性

を持ってしまうという。 

この理論を適用し、日本の道徳教育について検討していく。日本の道徳教育の目標は「道

徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」ことであり、個人の責任に焦点が当てられ

ている。Westheimer＆Kahne(2004)の理論に当てはめて考えてみれば、こうした The 

Personally Responsible Citizen を育成する道徳教育が、生徒が社会を改善しようと主体的に行

動することや、社会システムへの批判的な思考をすることを阻害しているといえるだろう。

日本人の礼儀正しさは道徳教育の結果とも考えられるが、個人の責任に焦点を当てた結果、

社会の中で生きる主体的・能動的個人という視点が欠けていると考えられる。Westheimer ら

は結論部分において、社会がどのような市民を理想としているかによってカリキュラムを

慎重に設計していく必要があり、その結果が、私たちが想像する社会の種類に影響を与える

と論じている。これを踏まえると、若者の政治的無関心やグローバル化による問題などを解

決するためには、The Participatory Citizen や The Justice Oriented Citizen の育成が重要であり、

そのための道徳教育の在り方を検討していく必要があるといえるだろう。 

 本章では、まず、社会科の学習指導要領の目標や内容から日本の公教育におけるシティズ

ンシップ教育の現状を分析した。次に、各地で行われているシティズンシップ教育について、

実践例を提示し、それぞれの評価を論じた。最後に、こうした教育の持つ問題点について、

イギリスとの比較などを通して検討した。公教育ではシティズンシップ教育に求められる

目標の不足や教科としてのあいまいさが問題であった。また、各地で行われている教育につ

いても、イデオロギーの影響を受けやすい点や、教育格差につながる恐れがある点が問題で

あると考えられた。そして、道徳教育では、社会の中で主体的・能動的に行動するという点

が不足している問題があると指摘した。これらを踏まえて、日本の学校において、シティズ

ンシップ教育の拡充とともに、全国的にシティズンシップ教育導入の動きが活性化するこ

とが求められているといえる。 
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第 3章 日本におけるシティズンシップ教育の可能性 

前章では、日本におけるシティズンシップ教育について、現状を明らかにしたうえで、そ

の問題点について検討した。本章では、第 1 章と第 2 章を踏まえて、日本がどのようにシ

ティズンシップ教育を改善していくべきかを論じる。まず、カリキュラムの観点から、イギ

リスとアメリカのカリキュラムとの比較を通して改善策を考察する。そして、英語の授業の

観点から、実際の授業においてどのように取り組むことができるかを検討する。このとき、

新たな概念である「グローバルシティズンシップ」に触れながら、グローバル化する日本社

会で能動的に行動するための資質・能力の育成に貢献できる教育の在り方を模索する。 

 

第 1節 カリキュラムの観点から考える改善策 

本節では、日本においてシティズンシップ教育を実践していくためにどのようなことが

必要なのかをカリキュラムの観点から論じる。カリキュラムの観点から考察する理由とし

て、日本の公教育において、その内容は学習指導要領が決定しているため、学習指導要領の

改善が公教育の改善に繋がると考えられるからである。また、第 2章 3節で述べたように、

新教科の創設には時間と資金がかかることが推測される。そのため、現状の授業内容をどの

ように改善するべきかを考える必要があるだろう。 

教育学者である川口(2012)は、イングランドとアメリカのシティズンシップ教育のカリ

キュラムを比較・考察し、どのようなカリキュラムが望ましいのかを検討している。彼女が

論文で取り上げたカリキュラムは、2007 年版イングランドのナショナルカリキュラムと

2010 年版アメリカのナショナルスタンダードである。イングランドのカリキュラムでは、

批判的かつ能動的シティズンの育成を図るという目標のもと、「到達目標」が授業を通して

獲得させたい知識・スキルを示しており、「キー概念」と「キープロセス」が子供に獲得さ

せたい内容として設定されているという。カリキュラムの後半には教材と学習事例がまと

められている。 

こうしたイングランドのカリキュラム構成の特徴について、川口は目標・内容・方法が個

別化されて記述されている点を指摘している。教材を示す「幅と内容」と学習内容である「キ

ー概念」や「キープロセス」との関連性が明示されていないため、その教材から何を教える

かは教師が吟味することになっている。また、2つ目の特徴として、解釈の幅を許容する学

習内容を挙げている。「キー概念」「キープロセス」が抽象度の高いものとして記述されて

いるため、その概念にある具体的事例の選択を可能にしているという。そして、目標・内容・

方法をまとめ、共通目標に向かわせるために、4つのストランドに基づくストランド型カリ

キュラムとなっている点が特徴であるとまとめている。ここでいう「ストランド型カリキュ

ラム」とは、教師が自ら目標達成のための活動を選択し、文脈に沿った指導を行うために重

要なカリキュラム構成であるということができるだろう。 

次に川口は、2010 年版アメリカのナショナルスタンダードについて取り上げている。ナ

ショナルカリキュラムとの違いとして、社会科の 10のテーマが先に提示されている点を挙
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げている。しかし、目標と内容のつながりが見えにくくなっており、教師がテーマに応じた

内容を選択する必要がある点はイギリスと類似していると指摘している。また、目標や内容

自体の説明も、ナショナルカリキュラムと同様、具体的な事例を導き出さない抽象的レベル

に留められており、抽象化・個別化の原理を基に、教師による多様なカリキュラム開発の保

障を図ろうとしていると分析している。内容項目選出の視点から見ると、社会諸科学を軸と

したストランド型カリキュラム構成を取っているという特徴があるとしている。 

川口は、国家シティズンシップ教育カリキュラムの内容構成の原理として、「目標・内容・

方法記述の抽象化・個別化をはかること」「学習活動を提示するときは文脈に根ざした記述

を行うこと」「ストランド型カリキュラム構成法をとること」（29-30）が重要であるとま

とめている。彼女が指摘した目標・内容・方法記述の抽象化・個別化については、現在の学

習指導要領においても取り入れられていると考えられる。実際に中学校社会科の学習指導

要領を見ると、社会科全体の目標のあと、各教科の目標が詳細に定められていることから、

その教科の方向性が示されているといえるだろう。また、文脈に根差した学習活動の提示は、

授業方法を定めるためではなく、どのように授業をデザインすればよいのかを考える際の

参考になると考えられるため、重要であるだろう。 

その一方で、ストランド型カリキュラム構成法をとることについては、すべての教科につ

いて導入を考えるのではなく、その構成が適している教科を見極めていくことが重要であ

ると考えられる。ストランド型カリキュラムでは教師の裁量が大きくなると言及したが、教

師によって教育の質が低下しないよう、教員の研修や養成に力を入れていくべきであるこ

とが推測される。そのため、教員養成の制度を整えるための資金や労力を考えると、すべて

の教科におけるストランド型カリキュラムの導入は難しいだろう。 

上記の分析を踏まえ、日本におけるカリキュラム構成がどのようになっているのかを確

認する。今回は第 2 章 1節でも取り上げた、平成 29年度中学校社会科の学習指導要領を参

考に分析していく。カリキュラムの構成は以下の図 2のようになっている。 
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1．総説 

2．社会科の目標及び内容 

 1．教科の目標 

 2．各分野の目標及び内容 

  1．地理的分野の目標、内容及び内容の取扱い 

  2．歴史的分野の目標、内容及び内容の取扱い 

  3．公民的分野の目標、内容及び内容の取扱い 

3．指導計画の作成と内容の取扱い 

 1．指導計画の作成上の配慮事項 

 2．内容の取扱いについての配慮事項 

 3．教育基本法第 14条及び第 15条に関する事項の取扱い 

参考資料 

図 2 平成 29 年度中学校社会科の学習指導要領目次（文部科学省,2017d を基に著者作成） 

 

 

図 3 2007年版ナショナルカリキュラム目次（出典:川口,2012,22） 

 

図 2を見ると、社会科の学習指導要領では各教科に関する目標、内容、その取扱い方が一つ

の節でそれぞれまとめられていることが分かる。川口が作成した図 3 のイギリス版ナショ

ナルカリキュラムと比較してみると、日本の学習指導要領が各科目の内容をしっかりと定

義しているのに対し、イギリスのカリキュラムでは「キー概念」「キープロセス」という項

目により、幅広い内容になっている点が違いとして挙げられるだろう。また、学習指導要領

には第 3 章に指導計画の手引きの項目が設けられており、その内容を教師が自由に決定す

ることが困難になっていることが推測される。 

こうした構成の違いを踏まえ、日本の学習指導要領の在り方について、国語をはじめとす

る主要 5科目・実技 4科目と、総合・特別活動・道徳科とで、学習指導要領の構成を変える
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べきであると考えられる。日本の学習指導要領では、目標とそれに対する内容、注意事項な

どが結びついており、多様な授業の実施を妨げていると指摘できるだろう。その一方で、イ

ングランドやアメリカのようなストランド型カリキュラムを実施する際に問題となるのが

教師の裁量の大きさであると推測される。つまり、教師の技量や経験によって生徒の学びの

質が保障されないという点が問題であるだろう。よって、日本のシティズンシップ教育を改

善するために、大学入試などに直結する教科の学習指導要領は教育の質を均一にするため

現在の構成方法を取ったまま、生徒の主体的態度の育成を目的とする総合・特別活動・道徳

科の学習指導要領の構成をストランド型カリキュラムにすることで、教師の裁量が大きく、

地域や子供たちに沿った効果的な学習を可能にすると考えられる。 

ここでは上記の科目のうち、第 2 章 3 節で問題点について言及した特別の教科道徳につ

いて、その改善を図ることを目的として平成 29年度学習指導要領を考察の対象とした。イ

ングランドとアメリカのストランド型カリキュラムを参考に、以下のような構成にするこ

とで、9科目で身に付けた知識を、生徒の実態や地域の実情に応じて実践的に活用していけ

るような学びの提供に繋ぐことができると考えられる。 

 

 

現在の道徳の学習指導要領       

1章 総説               

2章 道徳教育の目標          

3章 道徳科の内容           

4章 指導計画の作成と内容の取扱い   

5章 道徳科の評価           

 

図 4 平成 29年度中学校特別の教科 道徳の学習指導要領目次（文部科学省,2017eを基に

著者作成） 

 

右 図６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 提案するストランド型カリキュラムによる授業（著者作成） 

提案するストランド型カリキュラムによる授業 

1章 総説 

2章 道徳教育の目標 

3章 取り扱いたいキー概念 

4章 キープロセス 

5章 幅と内容 

6章 評価方法について 

7章 他教科との関連 
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図 4 は現在の特別の教科道徳の学習指導要領であり、図 5 は著者が作成した改善版の学習

指導要領である。著者による改善の大きなポイントは、内容とその取扱いの章を削除し、キ

ー概念とキープロセス、幅と内容を追加した点である。従来の学習指導要領では道徳科で取

り扱う内容が細かに決められていたが、キー概念とキープロセスの導入により、大まかな目

標から教師個人が内容を決め、生徒の実情に合った教育が可能になることが想定される。キ

ー概念とキープロセスの内容については、イングランドが掲げる 3つの柱である、政治的リ

テラシー、社会的・倫理的責任、コミュニティへの関わり・参加が組み込まれるよう、道徳

的な心情に偏った内容から、市民性育成へ幅を広げていくことが重要であるだろう。 

また、評価方法については現在と変わらず、数字による評価は行わないことが望ましいと

考えられる。実社会で生かせる知識を増やすため、学んだことをどのように活用できたかに

焦点を当てて評価し、暗記科目とならないよう、実践に対する評価を行っていくべきである。

そして最後に、他教科との関連という章を取り入れることを提唱したい。これは他教科で身

に付けた知識を道徳や特別活動などで活用していくためのヒントとなる章である。例えば

外国語科の授業において重要なのは、外国語を学ぶこと、そして異文化理解の考え方を身に

付けることである。そこで、外国語科で身に付けた力を用いて、道徳科においては「世界的

な問題に対してどのように貢献していけるかを探求する」などといった方向付けが示され

ることで、教科間の連携が取れ、学校教育全体を通してシティズンシップ教育の実現が期待

できる。 

 

第 2節 英語の授業から考える改善策―新たな概念 グローバルシティズンシップ― 

 前節では、日本の学習指導要領の改善について、イギリスとアメリカのカリキュラムとの

比較を通して考察した。これは政府主導で行うものであり、改善に時間がかかることが予想

されるだろう。そこで本節では、著者が将来英語教師として指導する際に活用できる指導法

について検討するため、英語の授業で取り組むべき改善点という観点から、日本のシティズ

ンシップ教育導入の方法を論じる。まず、グローバルシティズンシップという概念の定義に

ついて確認し、英語の授業が担う役割を確認する。そして、グローバルシティズンシップの

実践を調査することで、グローバルシティズンシップ教育の効果について分析する。 

 初めに、グローバルシティズンシップ教育という概念の定義を確認する。グローバルシテ

ィズンシップとはユネスコの理念であり、文部科学省(2017a)はグローバルシティズンシッ

プ教育（以下 GCED）を、「教育がいかにして世界をより平和的、包括的で安全な、持続可

能なものにするか、そのために必要な知識、スキル、価値、態度を育成していくかを包含す

る理論的枠組みである」（第 1段落）と定義している。 

文部科学省(2017a)は GCED の目標を、学習者が国際的な諸問題に向き合い、その解決に

向けて地域レベル及び国際レベルで積極的な役割を全うすることで、平和的で寛容な、包括

的、安全で持続可能な世界の構築に率先して貢献するようになることを目指すとしている。

つまり、これまでみてきたシティズンシップ教育よりも、「世界の中の市民」ということを
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強く意識し、国際的な課題に積極的に貢献できる生徒の育成を目指すものであると理解で

きる。グローバル化が進む現在において、GCED の必要性は増すと考えられる。特に英語の

授業において、多文化を理解するきっかけとして、地球規模の課題解決に向けて GCED を

学ぶことは重要であるだろう。 

 日本の教育においてグローバルシティズンシップの視点がどのように導入されているの

かについては、中学校教員の若生(2023)がまとめている。彼女によると、数学以外の科目に

ついては、現在の日本の教科書に GCED の視点が含まれているという。例えば第２章２節

で取り上げた社会科については、グローバル化する社会で主体的に行動する市民や、主権者

として課題解決に向かう態度の育成といったところが GCED の視点にあたる。これはシテ

ィズンシップ教育の視点とも重なることから、シティズンシップ教育とグローバルシティ

ズンシップ教育は重なり合っているといえるだろう。また、若生は英語（外国語）について、

国際理解を深め、国際社会と向き合うための自覚の向上や国際協調の精神の涵養が GCED

の視点に当たっていると指摘している。よって、GCED の涵養のためには、英語の授業にお

いて、言語の知識だけでなく、多文化理解や異文化コミュニケーションといった視点を取り

入れることが重要であると考えられる。 

若生(2023)はこの分析の結果から、英語の授業において GCED がどの程度実践されてい

るのかを調査している。彼女によると、教科書の内容事項だけを取り上げると、以前は英語

の学習が主眼であって文化的背景の学習という意味合いが薄かったが、令和 3 年度からの

新しい検定教科書では、教科書のトピックに対して、自分事として問題意識を持たせ、意見

交換させるような内容に改善されているという(131)。その一方で、授業で扱う語彙や文法

の増加に伴い、学習者と指導者の負担が増加したことにより、学習指導要領の内容事項とし

て明確化されていない GCED を指導するかどうかは教員の裁量に任されているという問題

点を指摘している。著者が実際に教育実習に行って英語の授業を観察していると、教科書本

文の長文化や単語数の増加といった英語教育の高度化による授業の難しさを感じる場面が

多々あった。また、限られた授業時間内ですべての単元を取り扱うために、あえて取り上げ

なかったり、説明を省いたりすることもあった。そのため、若生が指摘するように、教科書

項目に含まれる GCED が実際に指導されているかについては疑問が残るだろう。 

 次に、GCED の実践から、生徒がどのような能力を身に付けることができるのかを見てい

く。中学校教員の松倉は 2015年からの 4年間、研究開発学校である埼玉県上尾市立東中学

校で GCED の実践を行っている。松倉(2022)によれば、1年生には年間 50時間、2・3年生

には年間 70時間を当て、専門教科や経験年数に関わらずすべての教師が授業を担当し、目

的としては「持続可能な社会の担い手の育成」「社会参画意識の向上」「多様な他者との協

働できる力の育成」の 3点を掲げている(38-39)。カリキュラムは「グローバル」と「ロー

カル」の内容を融合しながら、研究機関を通して修正・改善が行われた。 

松倉(2022)は、実際に行われた授業を紹介している。例えば 3年生の授業では、「まちづ

くり」を題材にし、「上尾市がもっと○○だったらいいな」という内容について、保護者や



 

25 

 

地域の人にインタビューすることから授業を始めている。修学旅行先の京都・奈良では京都

の町づくり課題について話を聞く機会を設け、SDGs と関連する風景や建物を写真に撮り、

フォトレポートを作成したりした。そして、修学旅行後に上尾市が持続可能な街になるため

の方策を考え、最終的に提案書や企画書の送付、そして関係機関の担当者からのフィードバ

ックという活動につなげている(42)。 

松倉(2022)によると、中学校では定期的に質問紙調査が行われ、GCED の効果について分

析が行われたという。調査の結果、「自分の参加により社会を少しでも変えることが出来る」

という質問に「とてもそう思う」と答えた生徒は、実施開始の 2015 年には 13.7%であった

のに対し、2018年では 24.5%まで上昇したという(45)。これは日本の平均である 10.2%の 2

倍以上の数値である。また、「現状を変えようとするよりも、そのまま受け入れる方が良い

と思う」という質問に対し、「とてもそう思う」「そう思う」と答えた生徒は、2015 年に

45.7%であったのに対し、2018 年には 33.4%まで減少した。日本の平均は 66.9%であり、そ

の半数であることが分かる(45)。 

松倉(2022)によるこれらの調査結果より、GCED で参加型学習の実践を重ねてきたこと

が、自分が行動することで何かを変えられる、現状を変えたいと思う生徒の育成に効果的で

あるということができるだろう。また、2018年度に卒業した生徒に対する質問紙調査では、

GCED の中で身に付いた資質・能力について、協働の能力や課題発見能力、批判的思考力が

上がったという(46)。これらの資質・能力は GCED の目標として設定したものと重なって

おり、生徒が社会の中で協働し課題を発見・解決していけるような力の育成に GCED が効

果的であることが考えられる。 

 

第 3節 グローバルシティズンシップの観点から取り組む英語の授業 

 前節では、GCED の定義について確認し、英語科が GCED においてどのような役割を担

うのかを確認しながら、その効果について明らかにした。本節では、実際に英語の授業を行

う上でどのような GCED が実施可能であるか、その具体的方法について論じる。まず、英

語の授業で行う GCED の指導法について文献で調査し、実際の授業で生かせる改善策を整

理する。その後、2025 年度中学 3年生の教科書を分析し、その内容が GCED とどのように

重なるかを確認する。そして最後に、文献調査で得た結果を実際の英語科の授業でどのよう

に活かしていくかを検討する。 

まず、英語の授業において GCED を行う上で効果的な指導法を調査する。教育学者の

Austin(2025)は、英語の授業で GCED を行う上で、CLIL が有効であると示している。日本

CLIL 教育学会(n.d.)によると、CLIL とは Content and Language Integrated Learning の略で、

教科やテーマの学習と外国語の学習を組み合わせたものである。学習内容の理解に重きを

置き、学習者の思考や学習スキルに焦点を当て、学習者のコミュニケーション能力の育成や

文化の意識向上を高める点が特徴である(1-4 段落)。Austin(2025)は CLIL を用いて GCED

を行う際、教師は国際的な課題の探求と多様な視点、共感や実行可能な洞察などのバランス
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を取るべきであると論じている。 

さらに、教育学者である工藤(2019)はグローバルシティズンシップの涵養を狙った CLIL

授業実践により、学習者の英語力が上昇志向にあることをまとめている。この理由として、

授業で取り扱った内容が生徒の批判的な思考力や課題解決能力といった高次思考を活性化

し、英語の学習に良い影響を与えたからであると推測している(266)。また、この研究では、

学習者のグローバルシティズンシップ意識が向上することも示している。特に顕著であっ

たのが生徒の知識・理解の数値の伸びであることから、生徒の姿勢・態度・価値観に関する

意識の向上のために、生徒の心に響くような題材の選定が必要なのかもしれないとまとめ

ている(267-268)。これら文献の調査より、GCED を身に付けさせる英語の授業として CLIL

が有効であるということが提唱されており、教師がコンテンツの選定を丁寧に行うことが

学習者の価値観の育成のためには必要であることが理解できる。 

 次に、実際に中学校で使われている英語の教科書について、その内容を分析し、GCED を

どのように行っていけるかを検討する。本論では、三省堂の 2025 年度用検定教科書『New 

Crown English Series 3』を取り上げその内容を分析し、GCED の視点が入っているものにつ

いて調査する。図 6は、各ユニットの内容について、GCED の内容と重なると考えられる部

分を太字で記載したものである。 

 

Unit 文法事項 内容 

1 現在完了形 部活動 

夢中になっていること 

2 現在完了進行形 文化祭 

ブルーノ・マーズ(歌手) 

ビートルズ 

3 受け身 原爆(広島) 

平和(平和祈念資料館での体験) 

貞子さんの話 

4 後置修飾 海外での映画(インドの紹介) 

インドの言語 

5 色々な文 文化の翻訳 

漫画、アニメ 

多文化理解 

6 関係代名詞 平等 

左利きの人の難しいこと 

公平とは 

公民権運動(キング牧師の演説) 

7 仮定法 変化のためのデザイン 

ごみ捨て問題 

ナッジ理論 

8 間接疑問 将来のために 

何故外国語を学ぶのか 

私たちにとって言語とは何か(他者とのつながりの大切さ) 

資料  ハゲタカと少女(貧困) 

インドの多様性 

図 6 New Crown English Series 3における GCED（著者作成） 
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特に GCED と深く関係があると考えられたのが、Unit 3「原爆・平和について」と Unit 6「公

民権運動」である。これらは社会科の内容と関連のある内容なので、社会科の授業で習った

知識を活用した授業を展開することで、より深く考え議論する授業が展開できると考えら

れる。 

ここで、図 6 で分析したものを実際の授業でどのように GCED に生かしていくのかを考

える。具体的に授業を考えるうえで、今回は Unit 6の公民権運動を取り上げる。Unit 6の単

元のまとめリーディング教材として書かれているこの内容では、“I Have a Dream”という

題名のもと、黒人差別が行われていたアメリカの状況とそれに抗い人権の保護を唱えた

人々が描かれている。具体的な登場人物にはマーティン・ルーサー・キングやローザ・パー

クスなどが書かれ、不平等な法律や人々の意識の変化などが時代を追って描かれている。こ

の教材を GCED のための英語の授業として扱っていく際には、当時のアメリカで行われて

いたことや様々な市民の考えを英語で学ぶ状況を作ることが必要であると考えられる。そ

して、CLIL の授業が実践できるように、生徒が批判的な思考力や課題解決能力を活用する

発問づくりに努め、ペアやグループで話し合う活動を取り入れていくべきであろう。例えば、

自由民権運動が起こるまでの不平等な社会について、黒人と白人の視点から考えてみたり、

実際に自由民権運動が起きたことで生じた社会の変化を調べてみたりといった活動が考え

られる。 

このように、英語を使って社会的な問題について考え、議論する授業の実践により、英語

の授業において GCED が実現できるのではないだろうか。そして授業の最後には、授業で

学び考えたことを、これからの生活でどのように活かしていくことができるのかを考える

ことで、地球規模の課題に自ら積極的に関わっていく姿勢を育成できると考えられる。この

ような授業を実施することは、言語としての英語ではなく、コンテンツを英語で学ぶという

点で英語の授業という本質から遠ざかっていると感じられるかもしれない。しかし、

Austin(2025)は、コンテンツと言語のバランスについて、時にはコンテンツが言語よりも重

視される場合があることを理解するべきであると示している(182)。英語の授業の目標は言

語習得だけでなく異文化理解も含まれていることから、コンテンツベースの授業について

も実際に取り組んでいくべきだろう。 

 本章では、日本におけるシティズンシップ教育について、カリキュラムと英語の授業の観

点からその可能性について論じた。学習指導要領の観点では、道徳と特別活動、そして総合

のカリキュラムをストランド型にすることで、9教科で学んだシティズンシップの能力が総

合的に活かされる指導体制を提案した。また、英語の授業においては CLIL を導入し、グロ

ーバルシティズンシップが育まれるような題材選定、発問づくりに取り組むことが大切で

あると考えられた。授業の題材選びを丁寧に行いながら、批判的な思考力、地球規模の課題

に対する知識・理解の向上に貢献できるよう、教師として努めていくことが大切である。 
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終章 

平成 29 年度の中学校学習指導要領においては、子供たちが「生きる力」を身に付け、自

ら考え行動する力の育成に力が入れられている。また、主権者教育や消費者教育も重視され

ている。こうした力が求められる背景として、若者の投票率低下や日本社会のグローバル化

が挙げられる。こうした課題に対応し、生徒たちに「生きる力」を身に付けさせるためには

どのような教育が必要であるかを検討したい。そこで、本論では日本におけるシティズンシ

ップ教育を主題とし、イギリスとアメリカのシティズンシップ教育を参照しながら、日本の

学校においてどのようにシティズンシップ教育が実施可能であるかを提示することを目的

とした。研究方法として、イギリスとアメリカのシティズンシップ教育実施事例を参照し日

本の教育と比較・分析することで、日本の教育が導入すべき点を明らかにした。 

 第１章では、シティズンシップ教育の定義とその歴史をまとめた上で、イギリスとアメリ

カのシティズンシップ教育の実態を分析した。シティズンシップ教育とは「社会をよりよく

するために自発的に行動する『積極的・活動的な市民』の育成を目指すもの」(67)である。

イギリスにおいてシティズンシップ教育が始まった社会背景として、文化的に多様な社会

への変化、公的・私的領域の関係性の変化、グローバリゼーションの到来などが挙げられた。

そして、イギリスとアメリカのシティズンシップ教育の実施方法について調査し、それぞれ

の良い点や悪い点をまとめることで、日本が参考にすべき点を検討した。 

 第 2章では、日本のシティズンシップ教育の実態について言及した。公教育で行われてい

るものと草の根的に行われているもの、2つの観点からその実態を明らかにした。公教育で

は中学校社会科の授業を取り上げ、学習指導要領の分析を行った。その結果、日本の社会に

関する内容や経済、政治的な内容について、その知識を学ぶ機会は確保されている一方で、

社会で実際にどのように行動すればよいのかといった社会に出た後に役に立つ知識や体験

活動の不足が問題であると明らかになった。また、草の根的に行われているシティズンシッ

プ教育では品川区とお茶の水女子大学付属小学校の事例を調査した。そして最後に、第 1節

と第 2 節を踏まえて日本のシティズンシップ教育の問題点を明らかにした。学校で行われ

ているシティズンシップ教育では、どの教科がシティズンシップ教育を担うのかが明らか

になっておらず、またシティズンシップ教育としての目標としては不十分である点が問題

であった。また、各地で行われている教育について、イデオロギーの影響を受けやすい点

や、教育格差につながる可能性がある点が問題であることが考えられた。さらに、道徳教

育では社会の中で主体的・能動的に行動するという観点が不足している問題があると指摘

した。こうした実態に対し、シティズンシップ教育導入に向けた全国的な取り組みの必要性

を示した。 

 第 3 章では、第 2 章で明らかになった日本のシティズンシップ教育の問題点をどのよう

に改善していくべきか、第１章でまとめたイギリスとアメリカのシティズンシップ教育事

例を参照しながら、日本のシティズンシップ教育の可能性を論じた。ここでは、カリキュラ

ムと英語の授業という 2つの観点から考察を行った。その結果、カリキュラムの観点では、
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主要 5科目・実技 4科目と、総合・特別活動・道徳科とで、学習指導要領の構成を変えるべ

きであると結論付けた。総合・特別活動・道徳科の科目を、目標とそれに対する内容、注意

事項などを結びつけないストランド型カリキュラムにすることで、教師の裁量が大きくな

り、生徒や地域の実態に沿った授業が実践できることを指摘した。また、英語の授業の観点

では、グローバルシティズンシップの概念について明らかにしたうえで、CLIL の導入が重

要であるという結論を示した。教科書に既に含まれている GCED の題材を慎重に選びなが

ら、批判的な思考力、地球規模の課題に対する知識・理解の向上に努めていくための発問づ

くりが重要であると推測した。 

 本論文では、日本におけるシティズンシップ教育の必要性を論じ、イギリスとアメリカの

シティズンシップ教育の事例を参照しながら、日本においてどのように改善していくべき

かを考察した。予測不能な社会を生きる生徒が能動的に行動し、活躍していくための教育を

提示した点、そして著者が中学校教師として働くときに活用できる指導法について検討し

た点に、この論文の意義がある。 
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